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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年６月29日に提出いたしました第58期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

①　各事業固有のリスクについて

ｂ）証券業

２）法規制について

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

① 各事業固有のリスクについて

ｂ）証券業

２）法規制について

　　（訂正前）

（省略）

　金融商品取引法及び関係法令は、証券会社に対して自己資本規制比率を一定以上維持することを義務付けてお

ります。同社における平成27年３月31日現在の自己資本規制比率は469.6％であり、余裕をもって経営に当たっ

ておりますが、今後何らかの理由により当該比率が120％を下回った場合には、監督官庁の指導、命令等を通し

て当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

（省略）

 

　　（訂正後）

（省略）

　金融商品取引法及び関係法令は、証券会社に対して自己資本規制比率を一定以上維持することを義務付けてお

ります。同社における平成27年３月31日現在の自己資本規制比率は416.0％であり、余裕をもって経営に当たっ

ておりますが、今後何らかの理由により当該比率が120％を下回った場合には、監督官庁の指導、命令等を通し

て当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

（省略）
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